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i線灘t;難(線機議議長;
15議案を可決・同意・採択

児童手当2346千円、除雪費7850千円など。

第 129回定例市議会は、 12月15日招集きれ、会期を22日までの 6日間と定め、

市長提出議案141午を原案どおり可決・同意しました。

また、 22日の最終日に議以提楽による「林業振興に関する決議」の早期実施に

ついての意見書、 日米政府間繊維貿易協定に対する意見書の2f牛は満場一致で採

択し、関係機関へ窓見蓄を送付する ことに決定いたしました。陳情・ 請願291牛の

うち、採択24件、継続審査 5件と決定いたしました。

また、 6月定例市議会で設置されました南部土地区画整理事業保留地処分調査

特別委員会は、調査が完了いたしましたので副委員長報告ののち解散、あらたに昭

和45年度大野市歳入・歳出決算の審議をするため決算審査特別委員会が設置され

ました。その他市政に対する一般質問が行なわれ閉会いた しました。

福井県市町村消防団員等公務災害補償

等組合に加入するため

V市営土地改良事業の実施について

農林業費 12312千円 V森林開発公団分収造林契約の変更につ

酒造米共同選別施設補助 いて

55362千円 (寓回 ・下原) 1126千円 昭和46年 2月1日大野市の区域を区域

2136千円 福井県農業公社基金出資金 とする大野市森林組合が設立されたので、

8623千円 1426千円 この森林組合の育成強化をはかり造林事

10834子円 高田良免道路 2988午門 業の拡大発展に寄与するため。

402千円 商工費 2371千円 V公平委員会委員の選任について

ム 414千円 信用保証協会出f借金 1215下円 現委員の泉泰法氏の退職によ り、後任

土木賞 16761千同 委員を選任するため。

V昭和46年度大野市一般会計補正予算

今回の補正予算は、 76943千円で総額

1663839千円 となります。おもなものは、

人事院勧告によります職員の給与改正 3

7701千円、 1月から実施される児童手当

2346千円、除雪費7850千円などが計上き

れております。

おもな内容は次のと おりです。

(歳入)

地方公付税

分担金及負担金

国庫支出金

県支出金

寄付金

雑収入

(歳出)

髄会費 678 T 円
総務費 9496千円

民生費 17986千円

児童子当 2346千円

ねたきり老人慰問 200-T円

私立保育所委託料 6634千円

労働費 103千円
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(内線303)
印刷松浦印刷所

除雪ブルドーザ{計上 5500千円

融雪工事補助 1966千円

木落川排水路調査委託 349千円

消防費 3459千円

教育費 12137千円

災害復旧費 1668千円

V財政再建計画の変更について

職員の給与改定ならびに建設事業費の

増額のため。

V議会議員の報酬および貸用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例

一般職の職員と 同じく人事院勧告に準

じ、 6月支給の期未手当を改訂するため

V大野市一般職の職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例

国家公務員給与の人事院勧告改定に準

じ職員の給与改定を行なうため。

V消防団員等公務災害補償条例等を廃止

する条例

日米政府間繊維貿易協定に対する意見書

日本国政府とアメ リカ介衆|玉11政府との聞で締結した 「繊維貿易協定」によ って当市の基幹産業である繊維業界が大打撃

を受けております。よって、この不汎の打開をはかるため議会の総意によ りまして、内閣総理大臣、通商産業大臣、繊維

雑貨局長なとー関係機関にド記安rnのとおり意見苦?を提出いたし ました。

今回、 日本国政府とアメ リカ合衆国政

府との聞で締維した「繊維品の日米政府

間貿易協定」 は、一貫して自由主義を主

嶋してきた米国が白ら世界の貿易体制に

逆行するものであり、自由主義を基調と

するカントの精神に違反する行為であ り

ます。

こむれまでの 日本の繊維業界は、自主規

制lにより譲り得る最大限百誠意を示し実

施し てきたにもかかわらず、か自告な政府

間協定を締結されたことは誠に遺憾とす

るとこ ろであリます。

かかる情置によ り、当大野市は基幹産

業としてそのか中にあり、業種転換、工'

場閑鎖、雇用削減等の深刻な状況を生ん

でおります。

よって政府は繊維業界の意志をじゅ う

ぶん尊重 し、実体をは握され、業界およ

びその労働者等のこうむる損害に対して

万全の施策を講じ実施されることを強〈

要請する ものであります。

以上、地方自治法第99条第 2項の規定

により意見書を提出いたします。

昭和46年12月22日

福井県大野市議会

議長石田善徳
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~m謀議後長秘義援
第:121;田市議会定例会において設置されました 南部土地区画整理事業保留

地処分調盆特別委員会は、 6月25日の第 l回以来、委員会を開催すること廷

べ 7回、その問事情聴収、現地調査を行ないここに調査ヵ、完了いたしました

ので報告いたします。

調査結果の概要および所見を述べます

と、まず指摘したいことは、市長より任

命された評価員が土地評価を行な ってお

りますが、ーこの評価員は福井銀行大野支

底長、布川豊氏、 山田啓氏の 3名になっ

てお:)ます。しかしながら、山田啓氏が

昭和45年11月20日死去されたのにもかか

わらず、長期間欠員の補充が してあ りま

せん。また、審議会委員の欠員補充ち同

様であります。明るく、豊かな、新しい

町づく りを前面に打ち出して行政をあず

かっている理事者としては、誠に遺憾と

いわなければなりません。

次に昭和42年 3月の大野市報に保留地

処分を広〈市民に知らせる意味から登載

し、希望者を募ってはおりますが、正式

な文書で公告されなかったことは軽率で・

あったといわなけれは、なりません。それ

がため、申込期間があいまいであり、申

込方法も不明確であった。又、南部土地

区画笠理事業の保留地対象件数は、 11 

6件あり、現在までの処分件数は 107

件、未処分は9件であります。その内訳

は、入札行為を行なったもの19件、残り

88件は随意契約であります。この88件の

随意契約は、それぞれ大野都市計画南部

土地区画整理事業施行条例第 10条の規

定により、随意契約にしたもので正当な

理由があることは認めざるを得ないし、

かっ合法的て‘ありますが、しかしながら、

原則として施行条例第 9条による一般競

争入札が 1件もなかったことは、遺憾に

思うものであります。このような処分方

法であった為、市民に疑惑の念をいだか

せる原因になった訳であります。

また委員の中て¥審議すべきわ くをこ

え執行権の範閉まで介入したかのような

点が伺えるこ とは残念でありますが、こ
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のこ とは、適正な助言と厳然と した態度

で運営執行を行なわなかったこと に起因

するものであると思われます。

なお、区画整現事業は宅地化を促進し

地域住民の福利増進が目的と考えられま

すが、南部土地区画整理地域内において

は施行前よりも不便になうて、関係住民

が迷惑し、苦情が出ている箇所もあるの

で解決に最大の努力をされるよう要望い

たしました。

次に当委員会に付言もされておりました

陳情8号、 40街区 7番の土地80・92坪に

ついて調査せよとの趣旨であったことか

ら、直接関係者から事情を聴収いたしま

した。この土地は双方の個人的ないきさ

つがあるこ とから問題視された点が多〈 、

また当該地は県道大野墨俣線の最も交通

量の多い三角地点でもあるので交通安全

の立場を考慮し、個人間の紛争を解消す

るため、 個人に売り渡すことな く公有地

として確保するよう強〈要請いたしまし

た。

今後、引き続き北部土地区画整理事業

が実施されるので、条例、規則を実情に

合ったものに整備し、いやしくも本件の

ように市民から疑惑を持たれることのな

いよ.う最善の努力と注意.をも って執行さ

れるよう強〈要請し、たしました。

鰍蹴:議議員補縁側義援:緩糊餐:
第 128回9月定例会において採択した請願・陳情の処理結果経過は次のとおりです

摘願23号、市道舗装について

提出者清滝地区、田中惣七外10名

昭和47年度にて施行予定。

傭額25号、市道編入について

提出者塚原区長、雨塚忠夫外7名

部落内は市道に準じて維持補修を実施し

ております。

傭願26号、上庄プール新設について

提出者上庄地区橋本祝男外 6名

昭和47年度で実施するよう調査検討中

筒願27号市道舗装について

提出者月美町区長 田中昇外 113名

昭和47年度以降にて計画

繭願28-1号 市道舗装について

提出者小黒見区長外12名

昭和47年度以降施行予定

官官願32号 林*の補修と補装について

提出者南六邑師区長外4名

昭和46年度にて250mの補修を実施しま

した。.Bg和47年度にて150mの補修を

言十両ー

輔願33号観光案内所建設資金の補助

提出者 南六呂師区長外3名

3月補正予算にて補助の予定

筒願34号電話架設促進について

提出者稲津克巳外 2名

12月補正予算に計上、本年度内に設置の

予定。

筒願16号市道編入について

提出者松 丸区長斉戸義雄外16名

市道、松丸一一一一一一本村線改修後検討

したい。

情願17号市道の毘定について

提出者平沢区長権守 卓外6名

基盤整備事業完了時の道路網と並行して

検討いたします。

繍願20号道路舗装について

提出者 下目佐野区長、細川勉外15名

昭和47年度で随行予定。

楕願22号水路改修について

提出者城町区長鈴木明太外96名

都市下水路として検討中

精願17号市道舗装について

提出者開成中PTA会長

昭和46年度で実施済

四方土也

輔願18号河川のしゅんせつについて

提出者 春 日 2丁目斉藤桂外10名

昭和46年度て、実施済

陳情19号市道舗装願いについて

提出者春日野区長外30名

昭和47年度で計画

陳情21号河床コンクリート補修工.

提出者錦町 1区長明珍清外64名

昭和47年度で計画

陳情23号下水道の改良について

提出者春日 3丁 目 広 瀬庄太郎

昭和47年度で計画

陳情25号市道舗装について

提出者有明町区長外22名

昭和47、48年度で計画

陳情28号若年労働者の確保について

提出者 大野市繊維労務協議会

昭和47年度計画で検討したい。
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Mt;安易@?gM!mf!畿?
12月17日、 第 129固定例会の一般質問が行なわれました。今回の一般質問は、延々 9時間行なわれ、4r.の議

員から理事者に対し、水不足の解消、交通対策、労務対策の強化など鋭〈追求L、たしました。おもなものは次の

とおりです。

-労務対策の専門機関の設置を

問、企業関係の労務対策ということにつ

いては、ただ単に若年労働者とし寸問題

でなくし ても、農村の情造改善事業によ

り、余剰労働力ヵ、生まれてくる関係から

考f色、する必要ヵ、あると考えます。農家の

余剰l労働力と企業の労務不足の関連をど

のように調整されるのか。この調整は、

現在の市の行政機構の中では凶難である

と考えます。このようなことから、市の

行政機構の中に専門的な機関を設置して

L、ただきだいと考えるが、この点につい

て制L、ます。

答、時の流れとして、第 l次産業か ら第

2次、第 3次産業へ労働力が移行してい

くことはやむを得ないと A号えます。政府

においても、農村工業導入促進法をつく

りまして、地方に1業が分散でき農家の

余剰j労働力を工業にl吸似できるよ うな地

策を講じています。 itiの機構の中では商

工観光謀、農務課、都l行計画課の 3諜が

担当することになりますが、現ギ「は 3課

が連絡をとりながら行なっていきたいと

考えます。今の段階では、ご指摘のよう

な機関を設置していくという考えはもっ

ておりません。今の行政機構の中でじゅ

うぶんやっていけると確信しております。

・昭和47年度予算編成方針の疑問点

問、市長は職員に指示した昭和47年度予

算編成方針の中で住民負担の軽減を行

なうとのI頁目があるにもかかわらず、そ

の指示の中で、一方では特に必要な使用

料、手数料は値上げを考慮するという項

目があります。このことは、むしろi並な

方II.Jに進んでいると言わなければなりま

せん。住民負担の軽減ということと関連

して、我々はどのように判断すればよい

のか何います。

答、ま ことに矛盾したことであります。

しかしながら長年、使用料等がすえ置か

れまして、他市と比較した時また現在の

物価と比較した場合、著しく安いという

ものがあるとしたならば、なるべくこの

機会に改正し ていきたいと考えます。 一

万では住民負担の軽i或もしますが、適切

なる手数料、使用料の改正もあわせて考

えるのが妥当ではないかと思います。し

議t~{~%%~~Mf:;警察
かしなカ、ら、 一挙に全部を改訂するとい

うy;え 11"のもとにJ行ぶしたわけではあ り

ません。

・旧 3番通りを一方通行に

問、近年の自動ヰLの普及はめざましいも

のであり、これに比例して事故の量も駒

大しているのは事実であります。この事

~~I~jj止には tl.i本的な対策が要求さ れる訳

であります。このことから、 3番通りを

-}j通行とすれば事故防JIに役山;つもの

と考えられ、是非共実。lするよう関係当

局と話し{~~、をすべきであると思います

また、 Jtj立に.!!ii:lドしであるljiを取リ締ま

り、 3番、 7 間交2去f主~}点に fじいeパ(~:号r} を と tリ)つけ

るよ う安要:請原廊iiいL、たL、、。以一1-.のJ人点句

fバ巾市fJLμ〈のA巧号えんをf官;iJ小L、ます。

答、 1113番通りも 1日8000fi，f'，'伎のがヵ、

通行しており、ご指摘の点まことに結憐

であリます。 しかしながら、 3番似はμl

道でもありますし、また地J亡のjIliJ，!i仙の

協力が科ド〉れませんと - }j的に実施する

といつことは、 .. W~'ÎÍ.にむずかしいと与え

ます。このようなことから、この刈後と

しては、西部ノ〈イパスの完成、 また」じms
の区画主主坪.のr{1で大儒一中t央線が開通す

ることによ って、3番通りの交通はかな

り緩和すると巧えます。このI~.j線カ開通

して、かつ 3 磐線が危険であれは、交j山~ J 

策協議会てー相談の J.、I也7じの協力も得て

規制|の方法も:考えたいと忠、います。また

歩道駐車については、 1~察の方へ取 1) 締

まりの強化を要請したいと与えます。 3

番、 7間交差点の信号については、設置

するよう申請 しておりますので、いずれ

信号は設置されるものと考えております。

-商業診断はどニが行なうのか

問、 最近非常な勢いでスーパー7 ーケ ソ

ドの進出がある訳ですが、これによって

一般商厨街への影響が実に大きいとl昔l'、

ております。最近のスーパーマーケット

進出後の商応について、，liは商業診断を

されたのですか。 このニ とは行政の純f!fl

ていな いとい うことなのですか。l苅i会iI議

所の機関で行なうことですか。またこう

したことは行政指呼ヵ、やりに くいのです

カ二しな くてもよ いとの 1'1)断なのですか。

このような点、 検討し て対策を )jえてい

るのかf;iJl 、ます。

答、私は商業診断等については、原則的

に尚一工会議所でやっていただくのが適当

である と与えております。商工会議所に

は叩門家もお 1)ますし、こ うした ことで

桁存する とい うのが商工会議所の任務で

もありますので、じゅうぶん、大手業者

に対処できるよ うな今後のあり方の検討

診断をしていただきたいと考えておりま

す。これ以上に市の方へ要請があるとす

れば、ご相談に応じたいと思います。

水不足の解消を

問、 家庭や工場等の水の使用量が増加し

特に冬季問においては道路の融雪等にお

L、て地下水が低下し、市民が非常に迷惑

しております。将来はまだまだ水の使用

量が増加することが予想され、 「水の都

大野」 の曲jt{3はまったくありません。ま

た、 真名川 ダム建設、上庄地区の基盤繁

備により、地下水の低下はこれまで以上

にひどくなることが予想されますが、今

後の対策について伺います。

答、 真名川タム建設により生じます水不

足の解消は、常時真名川へ水かー流出する

よう駈視し、タム建設により生じる調堅

効果分約1.96Tの水を確保いたしまして、

今後かんがい用水、飲料水に使用してい

くという一つの考え方です。もう一つの

方法は、 10年前には、地下水が8万 9千

Tあるのではないウ‘と推定されてし まし

たこの水量を早〈調査して、増加する需

用にどう対処していくかが今後の問題で

あります。市民の方々が最少限必要で、あ

ります飲料水を絶対に確保するという施

策を講ずべき であり、この方法としては

上水道建設が急、務であると考えます。 明

年度においては、水源、水量の調査とあ

わせて上水道建設の基本計画にとりくみ

たいと考えておリます。
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12月定例会の各委員会の状況は次のとおりです。

企総務委員会

付託されました議案6件は、いずれも

理事者の説明を了として原案どおり可と

いたしました。ただ審議の過程におきま

して、負担金補助に関連してであります

が、通学道路舗装補助について市道とな

った時点、登記の有無など問題とされた

が、他にもこれに類する私道、区道、市

道があると思われるので、区分を宇IJ然、と

させ、なお市有地の管理についても万全

を期せられるよう要望いたしました。

次に陳情・請願でありますが、日米政府

間繊維貿易協定については採択、元共有

地の払い下げについては不採択といた し

ました。

...産業経済委員会

議案 3f'牛は原案どおり可決いたしま し

た。次に請願38号、商工会議所の庁舎取

得にともなう経費一部助成願いの件、 13

号、精米事業の助成、24号、織物組合福

祉センター建設費助成願いの 3件は、理

事者において内谷を調査し妥当なる処置

をとるよう要請して採択いたしました。

請願47号、 「林業振興に関する決議」の

早期実施願いの件、陳情32号猪烏用水の

件、陳情37号、養鶏組合への助成願いの

3件はいずれも趣旨を了として採択いた

しました。請願41号、上黒谷林道の負担

金軽減については、林業事業全般にわた

っての問題であり、 全市的な立場から負

担金の軽減を考慮するよう要請して採択

いたしました。

...教育民生委員会

付託されましたら議案は、原案を可と

いたしました。ただ、一般会計補正予算

中、民生費のうち日吉児童館の敷地料に

ついては;地元との申し合せ事項とはし、

え、敷地料に見合う寄付金を受けと って

いるが、今後他の公的施設とのかねあい

もあることから、地元寄付金の解消を考

慮するよう要請しました。次に請願46号、

菊花展の助成、請願50号、先天性後天性

心臓病児の件、陳情36号、陽明中学校建

設の諸条件についてはいずれも趣旨を了

として採択いたしました。請願44号、児

童館の建設については、市の児童館建設

計画とあわせて今後調査検討する要があ

るので継続審査といたしました。なお、

審議過程において問題となった点をのべ

ますと、私立幼稚閑助成等について、私

学向上の意味合いから将来父兄負担の軽

減をはかるべく配慮方要請ν、た しました。

...建設委員会

議案 2件はし、ずれも理事者の説明を了

として原案を可といたしました。次に陳

情・請願の結果は、陳情29号、 30号:31号、

請願37号、 39号、 42号、 45号の市道舗装

願L、の 7件、陳情34号、市道拡幅願い、

陳情22号、回の丸川改良、請願29号、 30

号、 31号、 36号のfli道舗装願いはL、ずれ

も採択いたしました。陳情33号、 市道舗

装、請願40号、水門の改造、 48号、市道

の変更、 49号、市道の新設、陳情29号、

市道拡幅願いの 5件は、なお調査の必要

があるので継続審査といたしました。

二一室瀬戸/:*HWdW

12月定例市議会に、市民の方々から提

出された請願・陳情の結果は次のと おり

です。

一採択されたもの一

.市道舗装について

橋瓜区長幾山利夫外 7名

.事務所移転の助成について

大野商工会議所会頭 松田確太郎

.市道舗装について

春日児童館委員長 渡辺明外42名

-林道開設の寄付分担金の軽減について

上黒谷区長 畑中五右ェ門外23名

-市道舗装について

庄林区長 竹線主計外12名

・市道の舗装、 j~IJ溝の補修について

春日 3丁目区長広瀬庄太郎外21名

.菊花展の助成について

大野菊友会代表広川

.林業振興に関する決議について

月美町 山品賢治外 280名

.心臓病児の救援について

大野市心臓病児を守る会

.市道舗装について

静

南新在家 宮崎文次郎外61名

.市道舗装について

富島区長棟朝永久外 1区長

-都市計画街路の舗装について

春日 2丁目区長 八巻春吉外 102名

昭和47 2. 1 

-猪島用水について

猪島用水代表者

.市道拡幅について

川瀬真一外4名

花房区長桑畑清外7名

.繊維協定の破棄決議について

大野地区繊維労働組合

.陽明中学校建設の諸条件について

有終西校PTA会長 松田栓介

.養鶏組合への助成につい て

大野養鶏協同組合組合長

-前回継続分

・増設事業の助成について

大野市精米協同組合

-市道舗装について

宮沢庄一

蒸徳弥之助

阿難祖領家区長

.市道舗装について

土屋栄外18名

南六呂師区長 田原哲也外25"名

.市道拡幅と舗装について

南六呂師区長 凹原哲也外4名

.市道舗装について

清滝神社代表役員 十時行雄外5名

.施設慾備費及び運営費について

大聖子織物工業協同組合

.悶の丸川の改良について

中野区長 松島

一継続審査となったものー

.水門の改造について

i青

1+林区長竹根主計外4区長

.児童館の建設について

中荒井町 2丁目区長 崎下繁一

.市道の変更と認定について

阿難祖地頭方区長 {田泊目11兵衛

.市道の新設について

{人石区長 野中治郎兵衛外 5区長

.市道舗装について

横枕区長竹内善忠外6名

一不採択となったものー

.元共有地の払L、下げ

新在家区長 梅崎俊雄
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1972年のスター トをきり、議会報の第

1報を市民の方々にお送りします。

昨年の市政公聴会の席におきまして、

議会報と市報の書き方を統ーしてばしい

とのご要望があ りましたので、今回から

市報のとおり横書きと いたしました。

これからも 、・お気付きの点がありまし

たら、ど しどじお知らせくださし九よろ

しくお願し、申します。


